
改定後 改定前 

第１０条（会員資格の取消） 

１．両社は、会員が以下各号のいずれかに

該当した場合、あるいはこれらに準じる場

合として両社において会員として不適格で

あると合理的に認めた場合には、通知・催

告等をせずに会員資格を取消すことができ

るものとします。 

（略） 

⑦両社または両社の委託先・派遣元等の従

業員に対して次の（イ）から（ホ）に掲げる

行為その他これらに準じる当該従業員の安

全や精神衛生等を害するおそれのある行為

をした場合   

（第三者を利用して行った場合を含む） 

（イ）暴力、威嚇、脅迫、強要等（ロ）暴言、

性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為そ

の他人格を攻撃する言動（ハ）人種、民族、

門地、職業その他の事項に関する差別的言

動（ニ）長時間にわたる拘束、執拗な問い合

わせ（ホ）金品の要求、特別対応の要求、実

現不可能な要求、その他内容もしくは態様

が社会通念に照らして著しく不相当と認め

られる要求等 
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第１５条（カードの切替） 

（略） 

２．既に本フレキシブルペイを保有してい

る会員は、異なる種類の本フレキシブルペ

イへ切替申込を行うことが可能です。会員

は切替申込みにあたり、現在保有している

本フレキシブルペイの解約、及び本フレキ

シブルペイの新規発行の申込をしたことと

なります。なお、当社は本フレキシブルペ

イの切替申込後、切替前の本フレキシブル

ペイのクレジットモードとして利用してい

たクレジットモード専用カード番号につい

第１５条（カードの切替） 

（略） 

２．既に本フレキシブルペイを保有してい

る会員は、異なる種類の本フレキシブルペ

イへ切替申込を行うことが可能です。会員

は切替申込みにあたり、現在保有している

本フレキシブルペイの解約、及び本フレキ

シブルペイの新規発行の申込をしたことと

なります。なお、当社は本フレキシブルペ

イの切替申込後、切替前の本フレキシブル

ペイのクレジットモードとして利用してい

たクレジットモード専用カード番号につい



て、切替申込後も一定期間の利用を可能と

し、後日解約できるものとします。また切

替前の本フレキシブルペイのクレジットモ

ードでのご利用分（リボ払い等の残高含む）

は切替前カードでのお支払いが継続し、切

替後カードには引き継がれません。 

て、切替申込後も一定期間の利用を可能と

し、後日解約できるものとします。 

第 3 部 支払い方法：クレジットモード条

項 

 第１条（クレジットモード） 

  会員および家族会員は、クレジットモ

ードおよび家族カードを利用する際、本規

約とともに、三井住友カード会員規約（個

人会員用）、個人情報の取扱いに関する同意

条項、リボルビング払い専用カード特約、

安心オプション特約、マイ・ペイすリボ会

員特約、あとからボーナス一括払い会員特

約、 デビュープラス会員特約、ヤングゴー

ルドカード会員特約、プライムゴールドカ

ード会員特約、家族カードパーソナルアカ

ウントタイプ特約、さくら UC カードから

の切替会員に関する特約、三越カードの切

替会員に関する特約、三井住友銀行経由申

込みのクレジットカード規定、カードレス

カード会員特約、SMBCファイナンスサー

ビスからの切替会員に関する特約、電磁的

方法による書面交付に関する同意条項、カ

ードの即時発行に関する特約、VpassID規

約、WEB 明細特約および V ポイント規約

（これらの最新版を含む。以下、本条にお

いて総称して「各規約等」といいます。）が

適用されることに同意します。なお本規約

と各規約等の内容が矛盾抵触する場合は、

本規約が優先されるものとします。

(https://www.smbc-

card.com/olive_flexible_pay/kiyaku/index.

jsp） 
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第 3 部 支払い方法：クレジットモード条

項 

（略） 

 第２条（特記事項） 

1.前条で記載されている規約の条項に関わ

らず、本フレキシブルペイでは海外キャッ

シングサービスのご利用はいただけませ

ん。 

2.前条で記載されている規約の条項に関わ

らず、本フレキシブルペイのクレジットモ

ードおよび家族カードを利用した際の当社

に支払うべき債務の支払期日は、他の規約

の定めに関わらず毎月２６日とします。な

お、支払期日の当日が金融機関休業日の場

合は翌営業日となります。 

3.前条で記載されている規約の条項に関わ

らず、本フレキシブルペイのクレジットモ

ードおよび家族カードに適用されるリボ払

い手数料率は実質年率 15.0％となります。 

第 3 部 支払い方法：クレジットモード条

項 

（略） 

 第２条（特記事項） 

1.前条で記載されている規約の条項に関わ

らず、本フレキシブルペイでは海外キャッ

シングサービスのご利用はいただけませ

ん。 

2.前条で記載されている規約の条項に関わ

らず、本フレキシブルペイのクレジットモ

ードおよび家族カードを利用した際の当社

に支払うべき債務の支払期日は、他の規約

の定めに関わらず毎月２６日とします。な

お、支払期日の当日が金融機関休業日の場

合は翌営業日となります。 

 


